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記念講演  １０：００～  ２Ｆ多目的ホールにて 

主催 民主法律協会 〒530-0054 大阪市北区南森町 1-2-25 南森町ｉＳビル 7 階 

TEL：06-6361-8624 FAX：06-6361-2145 E メール：info@minpokyo.org 

地下鉄中央線「コスモスクエア駅」３番出口から地上へ。
３番乗り場よりサークルバス（100 円）にて「国際交流セン
ター前」下車。バスは９時～１０時まで１０分間隔で運行。 

1975 年、大阪生まれ。大阪外国語大学でヒンディー語を専攻。京都大学大学院アジア・アフリカ

地域研究研究科でインド政治を研究し、2002 年に『ヒンドゥー・ナショナリズム』（中公新書ラクレ）

を出版。また、近代における日本とアジアの関わりを研究し、2005 年『中村屋のボース』（白水社）

を出版。大仏次郎論壇賞、アジア太平洋賞大賞を受賞する。学術博士（地域研究）。著書に『ナシ

ョナリズムと宗教』（春風社）、『パール判事』（白水社）、『秋葉原事件』（朝日新聞出版）、『「リベラ

ル保守」宣言』（新潮社）、『血盟団事件』（文藝春秋）、『岩波茂雄』（岩波書店）などがある。 

 

「なぜ橋下政治は 
失敗するのか」 

中 島  岳 志 さん 

 （北海道大学大学院法学研究科准教授） 

日時 ２月７日（土）１０時～１６時３０分 終了後懇親会 
 

会場 ホテルコスモスクエア国際交流センター 
住所：大阪市住之江区南港北 1-7-50  TEL：06-6614-8700  http://www.kensyu-center.jp/ 

 
スケジュール 

9：20～ 受付開始 

10：00～ 開会 

10：10～ 記念講演 

11：30～ 全体会 

12：30～ 昼食休憩 

●昼食は事前申込制です 

（税込 1000円） 

●隣接のコンビニで購入も可 

13：30～  分科会 

17：00～ 懇親会 

参加費  

討論集会のみ参加 ３,０００円 

集会・懇親会参加 ８,０００円 
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申込締切  １月２６日（月） 
 

一時保育あります（無料）★★ 
 
１歳～就学前まで。事前申込制（1/26

締切）。申込後、保育カードをお渡しし

ますので、ご記入をお願いします。 



 

分 科 会  １３：３０～１６：３０  ３Ｆ・４Ｆ研修室にて 

民主法律協会まで FAX（06-6361-2145）または E メール（info@minpokyo.org）で、お申し込みください。 
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該当する□をチェックしてください 

□討論集会のみ参加 ……３,０００円 

□討論集会・懇親会参加…８,０００円 

□昼食の注文 ……………１,０００円 

□保育の申込（年齢        歳） 

電話       （        ） 
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ハケンはキケン、もはやイケン！？ 
派遣法の改悪を許すな！ すべての労働者に人間としての尊厳を！ 
・そもそも派遣法（労供）の問題点を根本（人間の尊厳）からとらえよう 

・派遣労働者の闘いをまとめ教訓をよみとろう 

・派遣法の活用を組合活動にどういかすか 

・派遣の実態を知り、組合の取り組みを交流しよう 

・使用者の悪知恵に負けないようにしよう 

非正規雇用 労働契約法改正で労働条件は改善されるか！？ 

・改正労働契約法施行後の事例を徹底検証！ 改正のプラス面とマイナス面 

・労働契約法２０条を武器に！ 均等待遇が当たり前の社会に。有期雇用労働者

の差別是正を求めよう 

 
ついにできたぞ過労死防止法 活用方法大検討会 
・過労死防止法の成立と現状～国との連携の模索～ 

・過労死防止法で労働現場をどう改善するか 

語ろう憲法、伝えよう憲法 
・高校生、大学生、若者、みんなで憲法のこと話そうよ 

・どんな取り組みしてるか教えてよ 

・憲法って何？ もう一度見つめ直そうよ 

第１分科会 

今こそ自治体と公務労働の価値を問い直す！ 
・森裕之・立命館大学教授による基調講演「橋下・維新の府市政を総括する」 

・労働組合や公務員攻撃は、職場と住民サービスに何をもたらしているか 

・公務労働における労働組合の存在意義を発信しよう！ 住民との協働をどう実

現するか。各労働組合の取り組みの紹介 

本当に闘っているか？ 裁判闘争 
・裁判所とどう切り結び、どう運動を広げるか 

・どんどん活用しよう、労働審判 

第２分科会 

第３分科会 

第４分科会 

第５分科会 

第６分科会 

第７分科会 生活問題から労働問題へ 
・生活保護の現場で起きていること～大阪市生活保護行政実態調査団の取組～ 

・生活保護基準引き下げは憲法違反だ！ 

・社会保障の切り下げ・切り捨てに対抗する労働者の運動をつくろう 

mailto:info@minpokyo.org

